
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の被覆剤により形成された第１の被膜と、該第１の被膜上に第２の被覆剤により形成
された第２の被膜とを有する繊維であって、上記第１の被覆剤が、レゾルシンとホルムア
ルデヒドとの水溶性縮合物、固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス
、及び液状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスを含有し、かつ上記第２
の被覆剤が、未硬化フェノール樹脂及びゴムを含有することを特徴とするゴム製品の補強
用繊維。
【請求項２】
前記第１の被覆剤に含有される固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテック
スが、自己架橋型アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスである請求項１記
載のゴム製品の補強用繊維。
【請求項３】
前記第１の被覆剤に含有される固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテック
スが、ソープフリーのアクリロニトリル－ブタジエン共重合体ラテックスである請求項１
又は２に記載のゴム製品の補強用繊維。
【請求項４】
前記第１の被覆剤が、更に、ハロゲン含有ポリマーのラテックス、アクリレート系ポリマ
ーのラテックス及びエポキシ樹脂エマルジョンからなる群から選ばれた少なくとも一種以
上の成分を含有する請求項１～３のいずれか一つに記載のゴム製品の補強用繊維。
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【請求項５】
前記第２の被覆剤に含有されるゴムが、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体ゴムであ
る請求項１～４のいずれか一つに記載のゴム製品の補強用繊維。
【請求項６】
前記第２の被覆剤が、更に、未硬化エポキシ樹脂を含有する請求項１～５のいずれか一つ
に記載のゴム製品の補強用繊維。
【請求項７】
前記繊維がガラス繊維である請求項１～６のいずれかに記載のゴム製品の補強用繊維。
【請求項８】
レゾルシンとホルムアルデヒドとの水溶性縮合物、固形状アクリロニトリル－ブタジエン
共重合体のラテックス、及び、液状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス
を含有する第１の被覆剤を繊維に含浸し、乾燥させて第１の被膜を有する被覆繊維を製造
し、次いで、該被覆繊維を撚って撚り糸とし、該撚り糸に未硬化フェノール樹脂及びゴム
を含有する第２の被覆剤を付与し、乾燥させ、第１の被膜上に第２の被膜を形成すること
を特徴とするゴム製品の補強用繊維の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車エンジン用等のタイミングベルトを始めとするゴムベルト、ゴムホース
、ゴムタイヤ等の各種ゴム製品の補強材として用いられる、ゴム製品の補強用繊維及びそ
の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
【特許文献１】
特開平１－２２１４３３号公報
【特許文献２】
特開平４－１０３６３４号公報
【特許文献３】
特開昭６３－２３４０７５号公報
【特許文献４】
特開平１－１５６５３５号公報
【特許文献５】
特開平１１－２４１２７５号公報
【特許文献６】
特開平７－１９０１４９号公報
【０００３】
タイミングベルトを始めとするゴムベルトやゴムタイヤ等の各種ゴム製品の強度や耐久性
を高めるために用いられる補強用繊維は、繊維とゴム製品におけるゴム基材との接着性を
高め、かつ、繊維自体を保護してゴム製品の耐久性を高めるために、各種の被覆剤により
形成された被膜で被覆されているのが一般的である。
【０００４】
これらの被覆剤としては、特許文献１や特許文献２等に開示されるように、レゾルシンと
ホルムアルデヒドとの縮合物及びゴムラテックスを主成分として含有する被覆剤（以下、
「ＲＦＬ被覆剤」ともいう）が知られている。また、特許文献３等に開示されているよう
に、ゴム組成物を有機溶剤に溶解させた被覆剤（以下、「ゴム糊」ともいう）が知られて
いる。
【０００５】
また、水素添加ニトリルゴム（以下、「Ｈ－ＮＢＲ」ともいう）やクロロスルフォン化ポ
リエチレン等の耐熱性が高いゴム基材と補強用繊維との接着性をより強固にすることを目
的に、特許文献４、特許文献５、特許文献６等に開示されるように、ＲＦＬ被覆剤により
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形成された第１の被膜で被覆した繊維を、更に、有機ジイソシアネート、ゴム配合物、加
硫剤、加硫助剤等を含有するゴム糊により形成された第２の被膜で被覆することや、その
最外層を第３の被膜で被覆することも知られている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の各種の被覆剤により形成された被膜で被覆されている補強用繊
維は、特に自動車等のエンジン用タイミングベルトの補強材（芯線）として用いられる場
合には必ずしも充分に満足した性能を有するものではなく、なお、次のような問題点を有
している。
【０００７】
すなわち、自動車エンジン用のタイミングベルトは、金属製のサイレントチエインに比較
して軽量性、静粛性やメンテナンスの容易さ等の点で優れているが、クランクシャフトの
動力をカムシャフトやポンプ等へ伝達するための動力伝達機構を、エンジンをコンパクト
化するためにエンジンブロックの内側に設置する場合においては、エンジンオイル等と接
触する環境下にタイミングベルトを用いなければならず、極めて高い耐油性が要求される
。また、上記耐油性に加えて、タイミングベルトは、使用時間の経過に伴うベルトの伸び
によって動力伝達機構の機能に支障をきたさないようにするために、補強用繊維には適度
なタック性（粘着性の度合い）が要求され、更に、ベルトの耐屈曲疲労性も充分に大きい
ものが要求される。
【０００８】
これらの要求に対し、上記の特許文献１や特許文献２に開示される、ＲＦＬ被覆剤により
形成された被膜で被覆されている補強繊維を用いたタイミングベルトは、ゴム自体の耐油
性が比較的低いビニルピリジン－スチレン－ブタジエン共重合体のラテックスを含むため
に耐油性は不十分である。また、上記特許文献３に開示されるようなゴム糊のみを被覆剤
とする補強用繊維を用いる場合、ガラス繊維等の無機繊維に対する接着性が不十分である
。加えて、補強用繊維（芯線）は一般的にフィラメント糸であるため、被覆剤は繊維の表
面だけではなく、その内部にまで含浸されている必要があるが、ゴム糊は粘度が高く繊維
に対する含浸が不十分であり、得られるベルトの耐久性能が充分でない。
【０００９】
また、上記した、特許文献４、特許文献５及び特許文献６に記載されているような、第１
の被膜及び第２の被膜の２層を有する補強用繊維を用いたタイミングベルトにおいても、
上記した耐油性及び耐屈曲疲労性は充分でない。更に、従来の補強用繊維は、Ｈ－ＮＢＲ
ゴム組成物のなかでも、加硫剤として主に硫黄を用いたゴム組成物に対しては一応の接着
性を示すが、耐熱性をより高めるために加硫剤として過酸化物を用いたゴム組成物、すな
わち高飽和Ｈ－ＮＢＲのゴム組成物に対しては接着性が不充分であり、その結果得られる
タイミングベルトの特性を低下させるという問題点を有している。
【００１０】
更に、上記特許文献６に記載される、補強用繊維の表面の被覆層である変性フェノール樹
脂の層は柔軟性が乏しいために、補強用繊維の取扱いの過程で被覆層が部分的に剥離して
しまったり、また、得られるタイミングベルトの耐屈曲疲労性に悪影響が及んだりすると
いう問題を有している。
【００１１】
したがって、本発明は上記問題点を解消するためになされたものであり、その目的は、耐
油性、耐熱性及び耐屈曲疲労性等において優れたゴム製品、特に、エンジン用タイミング
ベルトに適し、更には、高飽和Ｈ－ＮＢＲを用いたゴム製品にも適した、ゴム製品の補強
繊維及びその製造方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明のゴム製品の補強用繊維は、第１の被覆剤により形成さ
れた第１の被膜と、該第１の被膜上に第２の被覆剤により形成された第２の被膜とを有す
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る繊維であって、上記第１の被覆剤が、レゾルシンとホルムアルデヒドとの水溶性縮合物
、固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス、及び液状アクリロニトリ
ル－ブタジエン共重合体のラテックスを含有し、かつ上記第２の被覆剤が、未硬化フェノ
ール樹脂及びゴムを含有することを特徴とする。
【００１３】
また、本発明のゴム製品の補強用繊維の製造方法は、レゾルシンとホルムアルデヒドとの
水溶性縮合物、固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス、及び、液状
アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスを含有する第１の被覆剤を繊維に含
浸し、乾燥させて第１の被膜を有する被覆繊維を製造し、次いで、該被覆繊維を撚って撚
り糸とし、該撚り糸に未硬化フェノール樹脂及びゴムを含有する第２の被覆剤を付与し、
乾燥させ、第１の被膜上に第２の被膜を形成することを特徴とする。
【００１４】
本発明のゴム製品の補強用繊維によれば、上述のような耐油性を有する固形状のアクリロ
ニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスに加えて液状のアクリロニトリル－ブタジエ
ン共重合体のラテックスを含有する第１の被覆剤により形成された第１の被膜によって繊
維が被覆されているので、これを補強材として用いたゴム製品の耐油性を高めることがで
き、特に、これを芯線として用いたタイミングベルトは著しく耐油性が良好である。
【００１５】
また、固形状のアクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスに加えて用いる液状
のアクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスは、補強用繊維に高いタック性を
もたらし、補強用繊維を構成する繊維（下撚り糸）どうしの密着性を向上させるので、使
用時間の経過に伴うベルトの伸びが生じて動力伝達機構の機能に支障をきたすという点が
大きく改善され、かつ、油との接触や屈曲疲労によってベルトの強度が低下したりすると
いう点も大きく改善される。
【００１６】
更に、本発明の補強用繊維は、上記の第１の被覆剤により形成された第１の被膜の上に、
未硬化フェノール樹脂及びゴムを含有する第２の被覆剤により形成された第２の被膜を有
し、第１の被膜は繊維との大きい接着性を有するとともに、第２の被膜は、Ｈ－ＮＢＲ等
のゴム、特に、耐熱性の優れた高飽和Ｈ－ＮＢＲを配合したゴム組成物に対する強固な接
着性と柔軟性とを兼ね備えている。従って、本発明の補強用繊維を芯線として用いたタイ
ミングベルトは耐油性のみならず、耐熱性や耐屈曲疲労性が良好である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明について詳細に説明する。なお、以下の記載においては、特に断りがない
限り、「部」なる単位は「質量部」を意味し、また、「％」なる単位は「質量百分率」を
意味する。
【００１８】
まず、レゾルシンとホルムアルデヒドとの水溶性縮合物（以下、「ＲＦ縮合物」ともいう
）、固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス、及び、液状アクリロニ
トリル－ブタジエン共重合体のラテックスを含有する第１の被覆剤について説明する。
【００１９】
第１の被覆剤に配合するＲＦ縮合物としては、アルカリ金属の水酸化物、アンモニア、ア
ミン等のアルカリ性触媒の存在下で、レゾルシンとホルムアルデヒドとを反応させて得ら
れた、オキシメチル基に富んだ、水溶性の付加縮合物を使用することができる。特に、レ
ゾルシンとホルムアルデヒドとを１：０．３～２．５のモル比で反応させたＲＦ縮合物が
好ましい。
【００２０】
第１の被覆剤に配合する固形状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス（以
下、「固形状ＮＢＲラテックス」ともいう）とは、１１０℃で２時間蒸発させることによ
り分散媒を除去した後、常温に戻した場合に蒸発残留分として固形状のアクリロニトリル
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－ブタジエン共重合体（重量平均分子量が１５００００以上）を生じるラテックスを意味
する。ここで固形状とは、塊状や被膜状のものを包含する。この固形状ＮＢＲラテックス
を形成するアクリロニトリル－ブタジエン共重合体は、アクリロニトリル含有量が好まし
くは１５～５０％、特には２５～４０％であるのが好適である。
【００２１】
また、得られるタイミングベルト等のゴム製品の耐油性や耐熱性をより高めることができ
ることから、上記固形状ＮＢＲラテックスとしては、自己架橋型アクリロニトリル－ブタ
ジエン共重合体のラテックス（以下、「自己架橋型ＮＢＲラテックス」ともいう）、又は
、ソープフリーのアクリロニトリル－ブタジエン共重合体ラテックス（以下、「ソープフ
リーＮＢＲラテックス」ともいう）であることが好ましく、自己架橋型ＮＢＲラテックス
であることが特に好ましい。
【００２２】
自己架橋型ＮＢＲラテックスとは、自己架橋できる単量体がアクリロニトリル－ブタジエ
ン共重合体に好ましくは０．５～５％含有されている共重合体のラテックスのことである
。このような自己架橋型ＮＢＲラテックスとしては、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルア
ミド等のエチレン性単量体をアクリロニトリル及びブタジエンと共に共重合させたアクリ
ロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスを用いることができる。
【００２３】
また、ソープフリーＮＢＲラテックスとは、乳化剤としての界面活性剤を含有しないか極
めて含有量が少ないラテックスのことである。このようなソープフリーＮＢＲラテックス
としては、アルカリ可溶性オリゴマーを乳化剤として用いて単量体を乳化重合して得たア
クリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックスを用いることができる。
【００２４】
第１の被覆剤に配合する液状アクリロニトリル－ブタジエン共重合体のラテックス（以下
、液状ＮＢＲラテックスという）とは、１１０℃で２時間蒸発させることにより分散媒を
除去した後、常温に戻した場合に蒸発残留分として液状又は粘稠状のアクリロニトリル－
ブタジエン共重合体（重量平均分子量が１０００～７００００）を生じるラテックスを意
味する。この液状ＮＢＲラテックスを形成するアクリロニトリル－ブタジエン共重合体は
、アクリロニトリル含有量が好ましくは１５～５０％、特には２５～４０％であるのが好
適である。
【００２５】
第１の被覆剤には、上記のＲＦ縮合物、固形状ＮＢＲラテックス及び液状ＮＢＲラテック
ス以外に、必要に応じて、老化防止剤等の従来のＲＦＬ被覆剤に用いられているものと同
様の添加剤、他のゴムラテックス、又は、樹脂エマルジョンを配合してもよい。老化防止
剤としては、鉱油の液状乳化物を挙げることができ、他のゴムラテックスとしては、ハロ
ゲン含有ポリマーのラテックス、アクリレート系ポリマーのラテックス、スチレン－ブタ
ジエン共重合体のラテックス、ポリブタジエンのラテックスを挙げることができ、樹脂エ
マルジョンとしては、エポキシ樹脂エマルジョン、アクリル樹脂エマルジョン、フェノキ
シ樹脂エマルジョンを挙げることができる。なお、これらの成分は、第１の被覆剤が水を
分散媒とする組成物であるため、水溶性の固体、水溶液、ラテックス、又は、エマルジョ
ンのいずれかの形態であることが必要である。
【００２６】
上記ハロゲン含有ポリマーのラテックスにおけるハロゲン含有ポリマーとしては、例えば
、塩素化ゴム、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化ポリエチレンを挙げることができ
、クロロスルフォン化ポリエチレンであることが好ましい。また、上記アクリレート系ポ
リマーのラテックスにおけるアクリレート系ポリマーとしては、例えば、アクリル酸アル
キルエステル又はメタクリル酸アルキルエステルの重合体にカルボキシル基、アクリロニ
トリル基又はスチレン基を導入したポリマーであって、弾性を有するゴム状のものを挙げ
ることができる。更に、上記エポキシ樹脂エマルジョンにおけるエポキシ樹脂としては、
例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂を挙げ
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ることができる。
【００２７】
上記第１の処理剤に必要に応じて配合される上述の成分の中でも、ハロゲン含有ポリマー
のラテックス、アクリレート系ポリマーのラテックス及びエポキシ樹脂エマルジョンの中
から選ばれた一種以上の成分を配合することが好ましい。かかる場合には、後述する第２
の被覆剤により形成される第２の被膜に対する接着性を良好にせしめたり、また、自動車
エンジンの稼動の時間経過に伴ってエンジンオイルへ微量に混入する金属酸化物、窒素酸
化物又は硫黄酸化物の影響に対する耐性を高めることができる。
【００２８】
本発明における第１の被覆剤は、上記のＲＦ縮合物、固形状ＮＢＲラテックス、液状ＮＢ
Ｒラテックス及び必要に応じて配合される上述の成分と、分散媒としての水とを常法にし
たがって均一に混合することによって得ることができる。この第１の被覆剤においては、
固形状ＮＢＲラテックス１００部に対して、液状ＮＢＲラテックスは１０～９００部の比
率で配合することが好ましく、特に、３０～３００部の比率で配合することがより好まし
く、更に６５～１５０部の比率で配合することが好適である。液状ＮＢＲラテックスの比
率が１０部未満の場合には、得られる補強用繊維のタック性（粘着性の度合い）が低くな
り、最終的に得られるタイミングベルトが使用時間の経過に伴って伸びる等の問題が発生
する場合がある。また、液状ＮＢＲラテックスの割合が９００部を超えると、得られる補
強用繊維のタック性が極めて高くなって、補強用繊維の製造に支障をきたす場合がある。
なお、上記固形状ＮＢＲラテックスと液状ＮＢＲラテックスとの比率は、それぞれの蒸発
残留分としての質量比率である。
【００２９】
また、第１の被覆剤に対して必要に応じて配合される上述の成分の固形状ＮＢＲラテック
ス１００部に対する比率としては、他のゴムラテックスは１０～４００部が好ましく、特
に３０～３００部がより好ましい。また、樹脂エマルジョンは２～７０部が好ましく、特
に５～１８部がより好ましい。なお、この比率は、上記と同様に蒸発残留分としての比率
である。
【００３０】
また、第１の被覆剤の全蒸発残留分を基準にしたとき、ＲＦ縮合物の含有量は蒸発残留分
として０．５～１５％が好ましく、特に１～１０％が好適である。一方、固形状ＮＢＲラ
テックスと液状ＮＢＲラテックスと必要に応じて配合される他のゴムラテックス又は樹脂
エマルジョンとを合わせた全ラテックスとしての含有量は、蒸発残留分として８５～９９
．５％が好ましく、特に９０～９９％がより好ましい。全ラテックスの含有量が上記の範
囲を外れると、得られる補強用繊維とゴムとの接着性や、最終的に得られるタイミングベ
ルトの耐屈曲疲労性に問題が生じる場合がある。
【００３１】
　更に、第１の被覆剤の濃度、言い換えると、第１の 剤中における上記のＲＦ縮合物
、固形状ＮＢＲラテックス、液状ＮＢＲラテックス、及び、必要に応じて配合される成分
等の成分を合計した含有量は、蒸発残留分として、１０～５０％が好ましく、特に２０～
４０％がより好ましい。該濃度が１０％未満であるとガラス繊維へ第１の被覆剤を充分な
量で含浸させることが困難となる場合があり、また、５０％を超えると第１の被覆剤の安
定性が悪くなりゲル化し易くなる場合がある。
【００３２】
次に、未硬化フェノール樹脂及びゴムを含有する第２の被覆剤について説明する。第２の
被覆剤は、未硬化フェノール樹脂とゴムと溶剤とを混合して得られる。ここで使用される
未硬化フェノール樹脂とは、フェノール類とアルデヒド類とから得られる樹脂のうち未だ
硬化していない状態のもの、すなわち硬化するための反応性を有するものである。未硬化
フェノール樹脂としては、好ましくは、ノボラック及び／又はレゾールを挙げることがで
きる。得られる補強用繊維とＨ－ＮＢＲとの接着性を高めることができる点ではノボラッ
クを使用することが好ましく、第１の被膜と第２の被膜との界面での接着状態を良好にで
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きる点ではレゾールを使用することが好ましい。また、これら両方の利点を活かすために
ノボラック／レゾールの比率を、蒸発残留分として好ましくは１０／４～１０／１にて併
用することが好適である。
【００３３】
第２の被覆剤におけるゴムとしては、タイミングベルト等の補強されるゴム製品の基材と
なるゴム組成物との相性を考慮して、ゴム組成物との親和性の大きいゴムの使用が好まし
い。好ましい例としては、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化ポリエチレン、アクリ
ロニトリル－ブタジエン共重合体ゴム（いわゆる「ＮＢＲ」）、Ｈ－ＮＢＲ等を挙げるこ
とができる。これらの中でも、Ｈ－ＮＢＲとの接着性を良好にし、かつ、第２の被覆剤に
より形成された第２の被膜の柔軟性を良好にすることができ、更に、ゴム自体の耐油性が
良好な点で、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体ゴムを使用することが好ましい。
【００３４】
また、得られる補強用繊維とＨ－ＮＢＲとの接着性、特に、加硫剤として過酸化物を用い
るＨ－ＮＢＲと補強用繊維との接着性を良好にすることができる点や、加熱時においても
良好な接着性を維持できる点で、第２の被覆剤には、未硬化エポキシ樹脂を配合すること
が好ましい。この未硬化エポキシ樹脂は、エポキシ樹脂のうち未だ硬化していない状態の
ものであり、硬化するための反応性を有するものである。エポキシ樹脂としては、好まし
くは、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、フェノール
ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等を挙げることができ
る。
【００３５】
第２の被覆剤における未硬化フェノール樹脂とゴムとの含有比率は、未硬化フェノール樹
脂１００部に対してゴム１０～６０部が好ましく、特に３０～４０部がより好ましい。ゴ
ムの比率が１０部より少ないと、第２の被覆剤により形成された第２の被膜の柔軟性が乏
しくなる場合がある。逆に、６０部を超えると、ゴム製品の基材となるゴム組成物と繊維
との接着性に悪影響が及ぶ場合がある。また、未硬化エポキシ樹脂を配合する場合には、
未硬化フェノール樹脂１００部に対して未硬化エポキシ樹脂２～２０部が好ましく、特に
５～１０部がより好ましい。未硬化エポキシ樹脂の含有比率が２部より少ないと、ゴム製
品の基材となるゴム組成物と繊維との接着性を向上させる効果が得られ難い。逆に、２０
部を超えると、第２の被覆剤により形成された第２の被膜の柔軟性が乏しくなる場合があ
る。なお、上記の各成分の含有比率はいずれも蒸発残留分としての比率である。
【００３６】
第２の被覆剤には、上記の成分のほかに必要に応じて、無機充填剤、加硫剤又は添加剤を
配合してもよい。無機充填材としては、シリカやカーボンブラック等のゴム組成物の充填
材として一般的なものを使用できる。添加剤としては、ゴム組成物の添加剤として一般的
な軟化剤、老化防止剤、加硫促進剤等を使用できる。
【００３７】
また、第２の被覆剤における上記の各成分を溶解又は分散させる溶剤としては、従来のゴ
ム糊に用いられているものの中から単独で或いは２種類以上を組み合わせて使用できるが
、ケトン系又はエステル系の溶剤を使用することが好ましい。好ましい例としては、メチ
ルエチルケトン（ＭＥＫ）、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、酢酸エチル等を挙げ
られる。
【００３８】
更に、第２の被覆剤の濃度、言い換えると、第２の被覆剤における未硬化フェノール樹脂
、ゴム及び必要に応じて配合される未硬化エポキシ樹脂等の成分を合計した含有量は、蒸
発残留分として、３～２０％が好ましく、特に５～１５％がより好ましい。該濃度が３％
未満であると繊維へ第２の被覆剤を充分な量で付与することが困難となる場合がある。ま
た、２０％を超えると第２の被覆剤の安定性が悪くなる場合がある。
【００３９】
本発明において、上記の第１の被覆剤及び第２の被覆剤によって被覆される繊維は、従来
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のゴム補強用繊維に用いられている、無機繊維又は有機繊維のいずれでもよい。無機繊維
としては、ガラス繊維や炭素繊維を、有機繊維としてはアラミド繊維、ＰＢＯ（ポリパラ
フェニレンベンズオキサゾール）繊維、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）繊維、Ｐ
ＥＮ（ポリエチレンナフタレート）繊維等を使用できる。これらの繊維は、第１の被覆剤
により形成された第１の被膜と繊維自体との接着性を高めるために、第１の被覆剤で被覆
する前に、集束剤やサイジング剤を付与しておくことが好ましい。
【００４０】
上記の繊維の中でも、汎用性、価格、タイミングベルトの製造工程に適用させやすい点で
、ガラス繊維を使用することが好ましい。ガラス繊維としては、例えば、直径７～９μｍ
のガラスモノフィラメントの２００～６００本を集束させて得たものを使用できる。また
、ガラス繊維の組成としては、特に制限はなく、ＥガラスやＳガラス等を挙げられる。ま
た、ガラス繊維の場合、既存のシランカップリング剤や被膜形成剤等を含有する集束剤に
より事前処理するのが好ましい。
【００４１】
次に、本発明のゴム製品の補強用繊維の製造方法について説明するが、記載された製造方
法に限定されるものではない。
【００４２】
まず、被覆される繊維を第１の被覆剤を満たした液槽に連続的に浸漬させて、第１の被覆
剤を繊維に付着、含浸させた後、続いて、その繊維を２００～３５０℃の熱風炉等の中で
連続的に加熱して、第１の被覆剤を乾燥、固化させることにより第１の被膜を形成し、第
１の被膜を有する被覆繊維を得る。
【００４３】
このとき、被覆繊維に対する第１の被膜の付着量は、被覆繊維の質量を基準にして、蒸発
残留分として、１２～２５％が好ましく、１６～２２％がより好ましい。付着量が１２％
未満であると、被覆繊維の個々のモノフィラメントが第１の被膜によって十分に被覆され
難くいので、モノフィラメントどうしが接触してそれらの摩擦によって摩耗しやすくなり
、最終的に得られたタイミングベルト等の耐屈曲疲労性が低下する場合があるため好まし
くない。一方、付着量が２５％を超えると被膜の柔軟性が乏しくなって、やはり最終的に
得られたゴムベルト等の耐屈曲疲労性が低下する場合があるため好ましくない。
【００４４】
次いで、上記被覆繊維を１本ずつ個々に、或いは複数本合わせつつ、リング撚糸機等の撚
糸機により撚って下撚り糸とする。この下撚り工程での撚り数は０．５～４回／２５ｍｍ
であることが好ましい。なお、無撚りの状態で一旦巻き取った被覆繊維を撚って下撚り糸
としてもよいが、被覆繊維を得る上記工程の巻き取り装置を撚糸機として、被覆繊維を得
る工程と下撚り工程とを併せ行うことによって下撚り糸を得てもよい。
【００４５】
続いて、上記下撚り糸の５～２０本を合わせつつ、リング撚糸機又はフライヤー撚糸機等
の撚糸機により撚って上撚り糸とする。この上撚り工程での撚り数は０．５～４回／２５
ｍｍであることが好ましく、従来のゴム補強用繊維と同様に、上撚り工程での撚り方向は
下撚り工程での撚り方向と逆方向にする。
【００４６】
最後に、上記した第２の被覆剤を満たした液槽に上記上撚り糸を連続的に浸漬するか、第
２の被覆剤を上記上撚り糸の表面に噴霧又は塗布等を施すことにより、第２の被覆剤を上
撚り糸に付与した後、続いて、その上撚り糸を１２０～２００℃の熱風炉等の中で連続的
に加熱して、第２の被覆剤を乾燥、固化させることにより第２の被膜を形成し、本発明の
ゴム製品の補強用繊維を得る。
【００４７】
このとき、補強用繊維に対する第２の被膜の付着量は、補強用繊維の質量を基準にして、
蒸発残留分として、１～１５％が好ましく、特に３～１０％がより好ましい。付着量が１
％未満であると補強用繊維とゴム製品の基材となるゴム組成物との接着性を高める効果が
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不十分となる場合がある。付着量が１５％を超えても接着性を高める効果は余り大きくな
らず、かえって接着性を阻害する場合がある。
【００４８】
なお、本発明のゴム製品の補強用繊維によって補強すべきゴム製品の基材となるゴム組成
物には特に限定はないが、耐油性や耐熱性が良好なタイミングベルトを得ることができる
点で、上記ゴム組成物は水素化ニトリルゴム、アクリルゴム又はフッ素ゴムを主成分とす
るものであることが好ましく、水素化ニトリルゴムを主成分とするものであることが特に
好ましい。
【００４９】
【実施例】
以下に、本発明を実施例によって更に詳細に説明する。
［実施例１］
固形状ＮＢＲラテックスとしての自己架橋型ＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ  Ａ
Ｆ１００１」、日本ゼオン社製、ＮＢＲの重量平均分子量：約３０００００、蒸発残留分
：４５％）３１．１部、液状ＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ  １３１２」、日本
ゼオン社製、ＮＢＲの重量平均分子量：約９０００、蒸発残留分：３３％）４２．４部、
ＲＦ縮合物（蒸発残留分：７％）１４．３部、アンモニア水（濃度１８％）０．５部、及
び、イオン交換水を混合して濃度２９％の第１の被覆剤を得た。
【００５０】
次に、高強度ガラス（Ｓガラス）からなる直径７μｍのガラスモノフィラメントの２００
本を、アミノシランカップリング剤を主成分とする集束剤を付与しつつ集束した後、乾燥
させてガラス繊維を得た。このガラス繊維の３本を引き揃えつつ、上記第１の被覆剤を満
たした液槽に連続的に浸漬させて、第１の被覆剤をガラス繊維に付着、含浸させた。次い
で、該ガラス繊維を温度２５０℃の熱風炉の中で１分間連続的に加熱して、第１の被覆剤
を乾燥、固化させて第１の被膜を形成させ、被覆ガラス繊維を得た。なお、第１の被覆剤
の付着量は被覆ガラス繊維の質量を基準にして蒸発残留分として１８％とした。
【００５１】
更に、上記被覆ガラス繊維を１本ずつ、撚り数が２回／２５ｍｍとなるようにリング撚糸
機を用いて下撚りして下撚り糸を得た。続いて、上記下撚り糸１１本を引き揃えつつ、下
撚りとは逆の撚り方向で撚り数が２回／２５ｍｍとなるように、別のリング撚糸機を用い
て上撚りして上撚り糸を得た。
【００５２】
次に、未硬化フェノール樹脂としてのノボラック６０部及びレゾール４０部と、ゴムとし
てのアクリロニトリル－ブタジエン共重合体ゴム３５部と、未硬化エポキシ樹脂としての
ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂７部と、下記する溶剤とを混合して濃度１０％の第２の
被覆剤を得た。なお、上記の各成分の比率は蒸発残留分としての比率である。また、上記
溶剤としては、メチルイソブチルケトンとメチルエチルケトンと酢酸エチルとを質量比で
８：１：４で混合したものを用いた。
【００５３】
上記第２の被覆剤を満たした液槽中に、上記で得た上撚り糸を、連続的に浸漬させて、第
２の被覆剤を上撚り糸に付与した。次いで、該上撚り糸を温度１３０℃の熱風炉の中で１
分間連続的に加熱して、第２の被覆剤を乾燥、固化させて第２の被膜を形成させ、ゴム製
品の補強用繊維を得た。なお、第２の被覆剤の付着量は補強用繊維の質量を基準にして蒸
発残留分として７％とした。
【００５４】
［実施例２］
未硬化フェノール樹脂としてのノボラック６０部及びレゾール４０部と、ゴムとしてのア
クリロニトリル－ブタジエン共重合体ゴム３５部と、実施例１と同じ溶剤とを混合して得
た濃度１０％の第２の被覆剤を用いた以外は、実施例１と同じガラス繊維及び第１の被覆
剤を用いて、実施例１と同じ条件の製造方法によって本発明のゴム製品の補強用繊維を得
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た。
【００５５】
［実施例３］
実施例１の第１の被覆剤に配合した自己架橋型ＮＢＲラテックス３１．１部に代えて、固
形状ＮＢＲラテックスとしてのソープフリーＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ  Ｓ
Ｘ１５０３」、日本ゼオン社製、ＮＢＲの重量平均分子量：約３０００００、蒸発残留分
４２％）３３．３部を配合し、混合して得た濃度２９％の第１の被覆剤を用いた以外は、
実施例１と同じガラス繊維及び第２の被覆剤を用いて、実施例１と同じ条件の製造方法に
よって本発明のゴム製品の補強用繊維を得た。
【００５６】
［実施例４］
実施例１の第１の被覆剤に配合した自己架橋型ＮＢＲラテックス３１．１部に代えて、固
形状ＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ　１５６２」、日本ゼオン社製、ＮＢＲの重
量平均分子量：約３０００００、蒸発残留分４１％）３４．１部を配合し、混合して得た
濃度２９％の第１の被覆剤を用いた以外は、実施例１と同じガラス繊維及び第２の被覆剤
を用いて、実施例１と同じ条件の製造方法によって本発明のゴム製品の補強用繊維を得た
。
【００５７】
［比較例１］
ゴムラテックスとしてのビニルピリジン－スチレン－ブタジエン三元共重合体のラテック
ス（商品名「Ｐｙｒａｔｅｘ」、日本エイ  アンド  エル社製、蒸発残留分４１％）６０．
０部、クロロスルフォン化ポリエチレンのラテックス（商品名「ＣＳＭ４５０」、住友精
化社製、蒸発残留分４０％）１０．６部、ＲＦ縮合物（蒸発残留分７％）２１．９部、ア
ンモニア水（濃度１８％）２．４部、及び、イオン交換水を混合して得た濃度３０％の第
１の被覆剤を用いた以外は、実施例１と同じガラス繊維及び第２の被覆剤を用いて、実施
例１と同じ条件の製造方法によってゴム製品の補強用繊維を得た。
【００５８】
［比較例２］
固形状ＮＢＲラテックスとしての自己架橋型ＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ  Ａ
Ｆ１００１」、日本ゼオン社製、蒸発残留分４５％）６２．２部、ＲＦ縮合物（蒸発残留
分７％）１４．３部、アンモニア水（濃度１８％）０．５部、及び、イオン交換水を混合
して得た濃度２９％の第１の被覆剤を用いた以外は、実施例１と同じガラス繊維及び第２
の被覆剤を用いて、実施例１と同じ条件の製造方法によってゴム製品の補強用繊維を得た
。
【００５９】
［比較例３］
クロロスルフォン化ポリエチレン（商品名「ハイパロン４０」、デュポン・ダウ・エラス
トマー社製）１０部、ポリイソシアネート（商品名「ＭＲ－２００」、日本ポリウレタン
社製）５部、加硫剤としてのｐ，ｐ '－ジベンゾイルベンゾキノンジオキシム２部、無機
充填材としてのカーボンブラック５部、及び、溶剤としてのトルエンを混合して得た濃度
１０％の第２の被覆剤を用いた以外は、実施例１と同じガラス繊維及び第１の被覆剤を用
いて、実施例１と同じ条件の製造方法によってゴム製品の補強用繊維を得た。
【００６０】
［比較例４］
変性フェノール樹脂（商品名「スミライトレジンＰＲ１２６８７」、住友デュレズ社製）
を溶剤としてのメチルエチルケトンと混合して溶解させ、濃度２５％の第３の被覆剤を得
た。
【００６１】
比較例３で得られた補強用繊維を、上記第３の被覆剤を満たした液槽に連続的に浸漬させ
て、第３の被覆剤を補強用繊維に付与した。次いで、該補強用繊維を温度１３０℃の熱風
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炉の中で１分間連続的に加熱して、第３の被覆剤を乾燥、固化させて第３の被膜を形成さ
せ、ゴム製品の補強用繊維を得た。なお、第３の被覆剤の付着量は、補強用繊維の質量を
基準にして固形分として２％とした。
【００６２】
［比較例５］
固形状ＮＢＲラテックス（商品名「Ｎｉｐｏｌ　１５６２」、日本ゼオン社製、蒸発残留
分４１％）６８．３部、ＲＦ縮合物（蒸発残留分７％）１４．３部、アンモニア水（濃度
１８％）０．５部、及び、イオン交換水を混合して得た濃度２９％の第１の被覆剤を用い
た以外は、実施例１と同じガラス繊維及び比較例３と同じ第２の被覆剤を用いて、実施例
１と同じ条件の製造方法によってゴム製品の補強用繊維を得た。
【００６３】
［試験例］
上記の実施例１～３及び比較例１～４によって得られた各ゴム製品の補強用繊維について
、下記の配合のゴム組成物を基材としたゴム製品についての接着性及び耐油性の評価を次
の方法によって行った。その結果を表１に示す。
【００６４】
・ゴム組成物
水素化ニトリルゴム（商品名：ゼットポール２０００、日本ゼオン社製）：１００部、酸
化亜鉛：１０部、メタクリル酸亜鉛：１５部、２－メルカプトベンズイミダゾールの亜鉛
塩：１部、置換ジフェニルアミン：１部、カーボンブラック［ＨＡＦ］：３部、シリカ水
和物：３０部、ジクミルパーオキサイド：１０部、１，３－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ
イソプロピル）ベンゼン：５部、硫黄：０．３部、ＴＭＴＤ［テトラメチルチウラムジス
ルフィド］：１部、ＭＢＴ［２－メルカプトベンゾチアゾール］：０．５部。
【００６５】
・接着性の評価方法
上記のゴム組成物を加工し得た厚さ３ｍｍ、幅２５ｍｍ、長さ１００ｍｍのゴムシートの
上に、長さ方向に沿って補強用繊維を隙間なく並べた後、上記と同じゴムシートを載せて
、上下のゴムシート間に補強用繊維を挟んだ状態とした。これを加熱プレス装置を用いて
、温度１７０℃、圧力４２ｋｇｆの条件で２０分間加熱、加圧して、試験片とした。
この試験片について、オートグラフを用いて５０ｍｍ／分の引張り速度で補強用繊維とゴ
ムシートとの間で剥離させ、補強用繊維とゴムシートとの接着強さを測定した。
【００６６】
・耐油性の評価方法
（１）油浸漬後の接着性
上記の接着性の評価と同様に作成した試験片を、温度１００℃の自動車用エンジンオイル
を満たした液槽に入れ、５００時間浸漬してから取り出してオイルを拭き取った後に、オ
ートグラフを用いて５０ｍｍ／分の引張り速度で補強用繊維とゴムシートとの間で剥離さ
せ、補強用繊維とゴムシートとの接着強さを測定した。
（２）注油屈曲疲労試験後の引張り強さ保持率
各ゴム製品の補強用繊維と上記のゴム組成物とを用いて、幅９ｍｍ、厚さ２ｍｍ、長さ４
００ｍｍの平ベルトをそれぞれ作製した。なお、この平ベルトは、短冊状の平ゴム板の中
心部に１本の補強用繊維が埋設され、かつ、埋設された補強用繊維が平ゴム板の両端部そ
れぞれから延出されている構造のものであり、平ゴム板の部分が上記の寸法のベルト部分
とされている。この平ベルトをについて、以下に示す方法で耐油性を評価した。
【００６７】
図１に示す構造の注油屈曲疲労試験機を用いて試験を行った。図１においては、３個の直
径３０ｍｍの平プーリー２１、２２及び２３が回転可能な状態で往復運動部２に固定され
ており、この往復運動部２は滑走可能な状態でスライドレール３に接合されている。上記
往復運動部２は、これに接合されているエアーシリンダー４のシリンダー軸４１によって
駆動され、図中の矢印の方向で往復運動する。また、スライドレール３は架台６及び７に
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固定され、更にエアーシリンダー４が架台６に固定されており、架台６及び７が基盤８に
固定されている。
【００６８】
まず、上記の注油屈曲疲労試験機１に平ベルト５を図１に示すように装着した。すなわち
、平ベルト５のベルト部分５１を上記平プーリー２１、２２及び２３のそれぞれに沿わせ
て掛け、平ベルト５の端部から延出されている補強用繊維５２の一方をプーリー９及び１
０に掛けた後に、基盤８に固定されているボルト１２に固定し、補強用繊維５２の他方を
プーリー１１に掛けた後に平ベルト５に張力を与えるための錘１３（質量１１．５ｋｇ）
に接合した。
【００６９】
そして、平ベルト５と平プーリー２１とが接触する部分に自動車用エンジンオイルを１時
間当たり１００ｃｃの量で、図示しない供給装置によって上方から滴下しながら、片道の
移動距離を１８０ｍｍとして往復運動部２を移動させ、往復運動に伴って、平ベルト５と
平プーリー２１、２２及び２３とが接触する部分を移動させてベルト部分５１に屈曲を与
えることにより平ベルト５に注油屈曲疲労試験を施した。なお、往復運動部２、平プーリ
ー２１、２２及び２３、並びに平ベルト５の周囲を囲むように設置された図示しない恒温
槽によって、雰囲気温度を１２０℃に維持した。
【００７０】
試験は往復運動部２の一往復を１回と計数して毎分６０回の速さで移動させ、１００万回
往復動させて平ベルト５を屈曲疲労させた後、注油屈曲疲労試験機１から平ベルト５を取
り外し、その引張り強さを、測定機の引張り速度が２５０ｍｍ／分の条件で測定した。
【００７１】
評価は、注油屈曲疲労試験後の平ベルトの引張り強さの値を、同じ補強用繊維を用いて同
じ条件で作製した注油屈曲疲労試験をしていない平ベルトの引張り強さの値で除した値を
百分率に換算して引張り強さ保持率とし、これを平ベルトの注油屈曲疲労試験による引張
り強さの低下の度合いを評価する指標とした。
【００７２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７３】
表１に示したとおり、本発明のゴム製品の補強用繊維（実施例１～３）は、加硫剤として
過酸化物を用いる高飽和Ｈ－ＮＢＲを配合したゴム組成物との接着性に優れている。また
、油浸漬後においても接着強さが大きく低下することがなく、注油屈曲疲労試験後の引張
り強さ保持率が高いので、耐油性にも優れていることが分かる。特に、ＲＦＬ被覆剤にお
ける固形状ＮＢＲラテックスとして自己架橋型ＮＢＲラテックスを使用し、かつ、第２の
被覆剤に未硬化エポキシ樹脂を配合した場合（実施例１）では、接着性及び耐油性の両方
が極めて優れている。
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【００７４】
これに対し、従来のＲＦＬ被覆剤を使用した比較例１と固形状ＮＢＲラテックスのみを配
合して液状ＮＢＲラテックスを配合していない第１の被覆剤を使用した比較例２とでは、
第２の被覆剤が本発明と同じであるので常態における接着性は同等であるが、油浸漬後の
接着強さと注油屈曲疲労試験後の引張り強さ保持率との一方又は両方が低いので、耐油性
が劣っていることが分かる。
【００７５】
また、従来の第２の被覆剤を用いた比較例３と従来の第２の被覆剤及び第３の被覆剤を用
いた比較例４とでは、第１の被覆剤が本発明と同じであるにもかかわらず、常態及び油浸
漬後の接着強さが低いばかりではなく、注油屈曲疲労試験後の引張り強さ保持率も少なか
らず悪い。
【００７６】
更に、固形状ＮＢＲラテックスのみを配合して液状ＮＢＲラテックスを配合していない第
１の被覆剤及び従来の第２の被覆剤を用いた比較例５では、常態及び油浸漬後の接着強さ
と注油屈曲疲労試験後の引張り強さ保持率とが低いので、接着性及び耐油性の両方におい
て劣っていることが分かる。
【００７７】
【発明の効果】
本発明のゴム製品の補強用繊維は、これを補強材として用いたゴム製品の耐油性、耐熱性
及び耐屈曲疲労性を大きく改善する。また、本発明のゴム製品の補強用繊維は、高乾和Ｈ
－ＮＢＲを配合したゴム組成物に対しても優れた接着性を有する。
【００７８】
従って、特に、本発明のゴム製品の補強用繊維を、特に、タイミングベルトの補強材とし
て用いた場合には、タイミングベルトの耐油性、耐屈曲疲労性及び耐熱性を大幅に向上さ
せることができるので、耐熱性及び耐屈曲疲労性が要求される用途のみならず、エンジン
オイルと接触するような耐油性が要求されるタイミングベルト等の用途にも適用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】注油屈曲疲労試験機の構造を示す概略図である。
【符号の説明】
１：　注油屈曲疲労試験機　　　　　　　　２：　往復運動部
３：　スライドレール　　　　　　　　　　４：　エアーシリンダー
５：　平ベルト　　　　　　　　　　　６、７：　架台
８：　基盤　　　　　　　　　９、１０、１１：　プーリー
１２：　ボルト　　　　　　　　　　　　　１３：　錘
２１、２２、２３：　平プーリー
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【 図 １ 】
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